
地域ぐるみで電気柵を設置

イノシシによる農作物の被害が止まらない状況の中，村田町の小泉地区と菅生(すごう)

地区では６月下旬から７月上旬にかけて地区住民が集まり，総延長３７．１ｋｍにわたる

電気柵を設置した。今後は維持管理に努め，電気柵の効果を維持していく。 

村田町の鳥獣による農作物被害額は令和３年度で３７２万円。そのうちイノシシによる

被害額は全体の約９７％にあたる３６０万円にのぼった。 

従来の被害対策としては，個人による電気柵の設置が主流であった。２地区では昨年の

１１月から県の鳥獣被害防止対策広域連携支援業務を活用した研修会を開催し，地域ぐる

みで被害対策について話し合いを進めてきた。 

その結果，両地区で電気柵の設置を決定し，小泉地区１３．８ｋｍ，菅生地区２３．３

ｋｍを今回設置することとなった。 

設置した日には両地区の約４０人が参加し，設置業者による指導を受けながら作業に精

を出した。両地区とも今後は電気柵周りの草刈りを定期的に行い，イノシシの隠れ場所を

減らすよう取り組む。 

【記事提供：村田町農業委員会】 
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